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文書課の「強み」と「なりたい姿」とは？
○強み → 文書課は全庁の課と係わる。(大勢の人が来る)
○なりたい姿 → 利用者の負担を軽減したい。 

○普段の文書課の様子（公印や文書発送の窓口）
  窓口に沢山の人が来て、滞留することがある。

整理・
分析

ToBe－ＫPTボード現状
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文書課利用者（文書発送、公印押印）の負担を軽減する。

文書課利用者が、迷わず迅速に、的確な方法で事務を実行出来る。
窓口業務の対応時間を30％減少

【環境改善】
・窓口が入り組んでい
て人が滞留する。

【業務改善】
　・発送ルールの簡易化
　・発送文書の削減化

【デジタル化】
・郵便物の発送の受付の改善

→発送票に記入された通数を転記して集計。
自動集計・データ分析が出来ていない。

大量発送
窓口の
移動

（検討）

課内の
レイアウト

改善
（検討）

①
区内特別
郵便制度
の利用
見直し

②
SDO上に
発送用

DBを設置
（検討）

集計できる方法に移行 ①OR②OR③

目的

目標

KGI
（重要目標達成指標）

課題
(問題解決の
ために取り組む
べきこと)

改善策

②
公印

押印省略
（郵送量
の削減）

【環境改善】
・文書課担当の電話
が聞きとりにくい。
・机の上が丸見え。

①
聞き取り
やすい

電話機の
導入

②
机に

衝立を
設置

①
窓口で

キントーン
による集

計表入力

③
郵便料
計器の
導入

（検討）

A B C



①電話が聞きとりにくい
・聞こえやすい電話機種もあるため、

新しい機種に変更

 →電話対応ストレス改善、聞き返しも減少 

②来訪者に机の上が丸見え

 

・衝立を設置して、離席する際の机上の整
理のための作業中断を減少

 →情報漏洩等のリスクも低下

○文書課執務室の問題点
 文書集配の作業があり、騒がしい時間帯がある。

quick WIN
(すぐに改善）

年間9.5時間の
削減効果！

A



○現在の事務処理（通数の転記のみ） ○キントーンによる集計

○キントーンによる集計表を試験導入

 提出された発送票を元に、文書課の会計
年度職員がキントーンによる集計表に入力
する。（発送する課名を選択、通数を入
力）。

 →課ごとの発送数の分析が可能になる。

 →10通未満の郵便物の通数もキントー
ンに入力・集計出来る。

○10通以上郵送する課の職員が発送票に記
入して、文書課の承認を受け、郵便局に発
送票＋郵便物を持ち込む。
 文書課は承認の際に、発送票から後納郵
便の通数を転記して、郵便局に持ち込まれ
た郵便物の数との整合チェック用の資料作
成に使用する。（合計数のみでチェック）
 →どの課がどれ位郵便物を出したか、集
計・把握出来ていない。

B①



②ＳＤＯ上に発送用ＤＢを設置（検討） ③郵便料計器の導入（検討）

B②③

○宅配便の発注集計ＤＢと同様に、郵便発送
集計をＤＢ化すれば、各課でパソコンから入
力して、文書課でデータ集約、自動集計が可
能となる。
 所属長等による発送への承認機能や文書課
の承認機能など追加機能が必要なため、今後、
検討を重ねていくこととする。

○切手の代わりに郵送料金を封筒に印字し、実
績を集計出来る計器を導入すれば、郵便局への
発送票や集計表の提出が不要になる。
（月一回のレポートの数字を転記して報告→支
払いの流れ）
 部局毎の実績を集計可能 →今後の導入に向
けて、情報収集など検討を重ねていく。 



C①
○普通郵便の発送ルール
 区内特別郵便物制度による割引の適用確認のため、
 発送ルールが複雑になっており、無駄な集計作業も発生している。

各所属の毎回の確認作業、文書課の確認作業・集計などの時間を短縮できる。

年間40.8時間の短縮
（１日あたり１回×10

分×245日＝2,450
分）

各所属単位で割引適用とな
る場合②のみ適用へ（静岡
市葵区内に大量に発送する
場合のみ注意する）

区内特別割引の適用の有
無の確認がほぼ毎日発生
（カウントして100通未
満だと不適用）

＠適用実績：年間20回、
計53,000円の割引適用
（年間の郵送料約9千万
の0.06％相当）



＜現行の規定＞

◇静岡県文書管理規程

第14条 施行する文書等（県公報に登載するものを除く。）

には、公印を押し、決裁文書（決裁を終えた文書等をいう。

以下同じ。）と契印しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書等については、

押印を省略することができる。 

(1) 県の組織内部相互間の文書等（特に重要なものを除く。) 

(2) 外部に対して施行する軽易な文書等 

C②

県本庁の
公印審査

＜課題等＞

〇公印押印に係る事務の効率化

 …押印省略できる文書がわかりにくい。

  押印の必要性が低いものは改善が必要

〇多様な働き方への対応

 …可能なものは押印省略化し、文書の電子化を進める。
 

＜見直しの方向性＞

〇「わかりやすさ」の視点と「可能な限り押印を省略す
る」視点から、公印を押印すべきものを明確化し、慣例
で押印しているものは廃止していく方向で見直す。

混雑する公印審査窓口

→多様な働き方へ



本県の見直し内容（今後の運用方針…押印が必要な文書を明示）
　

区　分 具体例 考え方

1

法令等の規定に
より公印を押印
する必要がある
文書

・契約書（地方自治法第234条） 
・法令等で公印を押印する様式
　となっているもの
・契約書に準じる文書

〇法令等を遵守した文書を施行
　する必要

2

県又は相手方の
権利義務又は法
的地位に影響を
及ぼす文書 

・許認可の通知書　
・命令、取消の通知書 
・行政指導に関する通知書、
　勧告書 
・納入通知書
・督促状、催告書 
・裁決書　・委任状　
・補助金交付決定通知等

〇文書を交付する相手方のほか、　
　その内容を信頼して行動する　
　第三者への影響を考慮する必要 
〇義務を課すものは、相手方が
　文書の真正性を信頼できるよ
　う配慮が必要

○補助金交付決定通知等について
　は国や他の自治体あてに発出す
　るものは省略するものとする。



　

区　分 具体例 考え方

3

事実証明に関する
文書その他特に信
用力を付与する必
要のある文書

・免許証　・身分証明書
・受給者証・各種の福祉手帳
・修了証　・検査済証
・内容･事実の証明に関する文書 

〇免許証など第三者に示すこ　
　とが想定される文書は、第
　三者がその文書の真正な成
　立を容易に判断できるよう
　配慮が必要

4

上記のほか、特に
公印を押印するこ
とが必要であると
認められる文書

・相手方から公印の押印を求め
　られるもの
・公印がその形式の要素となる
　もの（賞状、表彰状、感謝状） 

〇上記には該当しないが、事
　務の性格や特別の事情によ
　り、決裁権者が公印の押印
　を必要と判断する場合があ
　ると想定



＜現行の規定（静岡県文書管理規程）＞ 
 第14条　施行する文書等(県公報に登載するものを除く。)には、公印を押し決裁文書(決裁を終え
た文書等をいう。以下同じ。)と契印しなければならない。 
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書等については、押印を省略することができる。 
(1) 県の組織内部相互間の文書等(特に重要なものを除く。) 
(2) 外部に対して施行する軽易な文書等 

＜今後の運用方針（改正：静岡県文書管理規程）＞
　　施行する文書のうち、次に掲げる文書に限って公印を押印するものとし、
これら以外の文書への押印は省略するものとする。 
　　ただし、(2)、(3)及び(4)に掲げる文書の内、 形式的な内容であるなどの理由により、 
文書管理者が押印が不要であると判断したものについては、省略できるものとする。 
(1) 法令等の規定により公印を押印する必要がある文書 
(2) 県又は相手方の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書 
(3) 事実証明に関する文書その他特に信用力を付与する必要のある文書 
(4) その他、特に公印を押印することが必要であると認められる文書 

改正



これまでの公印押印文書（原則押印）

①法令

②権利義務

549手続

③事実証明

222手続
④その他必要

111手続 ①～④に含まれ
ないもの

(慣例的に押印して
いたもの)

 ・形式的などの理由により、押印が不要で
  あると文書管理者が判断したもの
（庁内調査による各課回答…474手続・約35％）

改正

押　印 省　略

各所属に
②～④の手続

（1,356手続）を
確認

＜従　前＞

＜押印が必要な文書を明確化した上で、それ以外は押印省略＞



＜本庁（157所属）の実態調査 集計結果＞

※押印数では、概ね25％（約48,500件）の省略が見込まれる。
　 押印省略可能な起案の数 ：公印審査件数9,210件、
　 知事印押印回数４万８千５００件
　　＠ 審査　５分×9,210件＝46,050分
　　　　押印 4.85万件×１分＝48,500分　　合計94,550分（1,576時間）の削減（年間）















































業務改善活動の記録

令和５年２月15日
静岡県埋蔵文化財センター

富樫孝志（課長代理）
蔵本俊明（普及班長）
中川律子 （主幹）
岩崎しのぶ（主査）
大森信宏（主査）



埋蔵文化財の保護、修復

学校・社会教育への貢献

出土文化財、記録類の管理

静岡県埋蔵文化財センターの業務



実現のために

業務改善活動の背景

ありたい
姿

専門性の維持
文化財の適切な管理
センターを広く周知

課題１
文化財を適切に管理しながら活用を推進していくた
めに、文化財の貸出・閲覧等への対応業務の見直し・
改善が必要

課題２
埋蔵文化財センターの存在を周知し、
来館者へのサービス向上を図るために、
館内表示・展示解説の多言語化が必要



☆センターの存在をもっと周知
○館内表示と展示解説の多言語化
◎出土文化財貸出・閲覧業務の迅速化

全職員で課題抽出と問題共有



目　的

目　標

課　題 改善策

Ｋ Ｇ I

文化財をまもる・そだてる・つなげる

文化財の適切な管理・センターの存在周知

出土文化財管理システムの運用（R5以降）
館内表示と展示解説の多言語化（R5実施）

Kintoneによる出土文化財管理

館内英語表示ＱＲコード印刷
英語展示解説シートの印刷

貸出・閲覧対応業務省力化
貸出・閲覧書類の押印廃止

業務改善体系図

①出土文化財保管台帳の整備
　出土文化財管理システム整備

②貸出・閲覧対応業務が多忙

③館内表示と展示解説の英訳

④館内の段差解消 段差解消スロープの設置



課題① 出土文化財保管台帳、管理システム整備

静清バイパスの資料増加により
ファイルメーカーで台帳作成

多すぎる資料数、担当職員の異動
⇒ 一部の職員しか使えない

第二東名で更に資料増加
台帳作成をExcelに切替

 ※H25,26年緊急雇用対策
 事業で台帳をExcelに統合

資料数の急増大
⇒ Excelの作動が鈍り検索に時間がかかる

Excelが限界となりAccessに切替
システムは臨時職員さんが作成

資料数はさらに増大、平成28年センター移転
臨時職員退職、収蔵場所変更、
一部の職員しか使えない
⇒　データの保管整理が大きな課題

文化財のデータは永年保存で永続的に増えていく
大量のデータの効果的な整理が喫緊の課題となっていた

昭和～平成初期

平成中期～

平成後期

（保管管理業務の変遷）



改善① Kintoneによる出土文化財管理

Kintoneを試験的導入し、大量のデータを横断的に活用可能に改善

出土文化財保管台帳

（300以上のファイル）

Before

After

個別ファイルを探し出し、当該文化財の
①保管部屋番号
②部屋の棚番号
③コンテナ番号

を検索、特定

⇒多大な時間・労力

Kintoneにデータをインポート
ファイルの横断検索が可能
使いやすい
検索時間が大幅に短縮

（図書管理システムに試験導入）



出土文化ＤＢ

出土文化財個別情報

年度内にアプリ
の基本形を作成

Kintoneで出土文化財管理アプリを試行



文化財の貸出・閲覧対応に多くの労力を費やしていた

貸出・閲覧問合せ

当該文化財確認

日程等事前調整

貸出・閲覧申請

貸出・閲覧準備

貸出・閲覧実施

文化財返却・収納

課題② 貸出・閲覧対応業務が多忙

関連メールを何度も送信

書類作成に多くの時間

押印、郵送が必要



２　職員が作成していた書類を貸出・閲覧申請者が作成

３　貸出・閲覧申請、許可等の書類の押印を廃止
　 「静岡県出土文化財の管理に関する規則」を改正(R5.4～）

1　日程等事前調整で、必要事項を１回のメールで聴取

押印書類の郵送料の節約
（Ｒ４年度１008円（2/7現在）→Ｒ５年度０円）

メール送信回数の削減
（Ｒ４年度１９７回→Ｒ５年度（4/1～2/7）１４８回）

職員による書類作成時間削減
（Ｒ３年度７４時間→Ｒ４年度１９時間）※いずれも推計効果

効果

効果

改善② 出土文化財貸出・閲覧業務の省力化



"information"は
わかるけど･･･

Web siteの多言語化は実施済 館内表示は・・・

課題③ 館内表示・展示解説の多言語化



改善例：展示室の表示
館内表示プレートに
英語を埋め込んだ
ＱＲコードを貼り付け

スマホでＱＲコードを
読み取ると、スマホ
のアプリが起動して
"exhibition room"と
表示される。

スマホをお持ちの方
はお試しください。

館内27か所の表記の英訳完了
→ＱＲコードのシール印刷の予定イメージ

改善③-1 館内表示の英訳



日本語解説シート10枚を
Ａ４判１枚に要約、英訳完了。
デザインを含めて見積合わせ

ベタ打ち原稿

展示解説シート

改善③-2 展示解説シートの英訳



保管庫と管理棟が別棟のため、文化財貸出・閲覧等の際は、
文化財を保管庫から管理棟に運搬。
その際、２か所の段差を通過するが、スロープなどが無く、
職員が重たいコンテナを持ち上げて運搬

⇒ 転倒による負傷、文化財破損の危険性

課題④ 施設内段差による文化財運搬作業の負担

保管庫の状況 台車に乗せ運搬 段差部分

急勾配、スロープなし 手作業で運搬



イメージ

段差にスロープを設置（現在施工中）

⇒ 文化財運搬作業の安全を確保

改善④ 段差解消スロープの設置



成果
・長年の懸案であった出土文化財管理システムに見通し
・館内表示、展示解説の英訳を実現して多言語化に弾み

学んだこと
・業務内容を見える化することで、課題と無駄を発見
・自由な意見を否定、拒否しないで受け入れる雰囲気

行政経営課の皆様　アドバイザーの皆様

ありがとうございました。

業務改善活動に取り組んで




































